
 問合先　市役所企画課企画担当 
431－4502　622－4473 
　ku120501@city.kushiro.hokkaido.jp 
　http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/kikaku/gappei/

⑻
広 報 く し ろ 

　道東自動車道「十勝清水IC～本別IC・足寄IC」の区間を利用できる６枚つづり回数券 
　（普通車・軽自動車のみ）を通常価格の約50％割引で販売します。 

販売場所●MOO、釧路商工会議所、道の駅「しらぬか恋問」、コーチャンフォー釧路店、 
　　　　市役所地下売店、日本道路公団釧路工事事務所準備室、JTB釧路支店、JTBトラ
　　　　ベランド（釧路イトーヨーカドー店、イオン釧路昭和ショッピングセンター店）
販売期間●1月31日bまで　※利用期間についても販売期間と同一です。 
利用区間●以下の各区間を1区間とし、1枚の回数券で通行できます。 

十勝清水IC⇔音更帯広IC 、音更帯広IC⇔池田IC 、池田IC⇔本別IC、十勝清水ＩＣ⇔芽室ＩＣ、十勝清水
IC⇔帯広JCT 、芽室IC⇔帯広JCT、芽室IC⇔音更帯広IC、帯広JCT⇔音更帯広IC 、池田IC⇔足寄IC 
 

道東自動車道社会実験（12/1～1/31） 

○例えば6枚つづり回数券で 
 本別～十勝清水を利用すると… 

片道 1 枚 片道 1 枚 片道 1 枚

普通車回数券 

軽自動車回数券 

1,400円 

1,200円 
十勝清水 
IC

芽室 
IC

池田 
IC

本別 
IC

足寄 
IC

音更帯広 
IC

　北海道横断自動車道（本別～釧路間）は、地域の活性化や地域交流・連携を図る上で必要な｢高速交通ネットワーク｣を形づくる
重要な社会基盤整備です。 
　この道路の一日も早い完成を目指し、平成16年10月６日dに釧路開発建設部・釧路支庁・釧路土木現業所・日本道路公団釧路
工事事務所準備室・釧路市・阿寒町・白糠町・音別町で北海道横断自動車道（本別～釧路間）整備連絡協議会が設立されました。 
　この協議会では、各機関との連絡調整・地域施策調整・情報発信等を行ってまいります。 
問合先●市役所都市計画課（431－4554　625－8149） 

高速道路の早期完成を目指して ～北海道横断自動車道（本別～釧路間）整備連絡協議会～ 

 

問合先●市役所都市計画課（431－4554　625－8149） 

  　
平
成
16
年
12
月
14
日
c
、
第
5
回
合
併

協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
協
議
会
で
は
、
議
員
の
任
期
や
報
酬
な

ど
の
調
整
方
針
や
新
市
建
設
計
画
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今
ま
で
行
っ
て
き

た
協
議
の
内
容
を
要
約
し
、
と
り
ま
と
め

た
合
併
協
定
書
に
つ
い
て
も
決
定
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
り
、
合
併
協
議
会
で
の
協
議
は
、

す
べ
て
終
了
し
ま
し
た
。
 

　
今
後
は
、
１
月
に
４
市
町
長
が
合
併
協

定
書
に
調
印
し
、
２
月
に
予
定
し
て
い
る

４
市
町
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
の
合
併
議
決

を
経
て
、
３
月
末
ま
で
に
北
海
道
知
事
に

合
併
の
申
請
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、
道

議
会
の
議
決
、
総
務
大
臣
の
告
示
な
ど
の

手
続
き
を
経
て
、
10
月
11
日
c
に
合
併
し
、

新
市
誕
生
と
な
り
ま
す
。
 

○
議
員
の
任
期
・
定
数
・
報
酬
 

　
議
員
の
任
期
な
ど
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
と
な
り
ま
し
た
。
 

・
任
期
　
合
併
特
例
法
の
在
任
特
例
を
適

用
し
、
平
成
19
年
４
月
30
日
ま
で
（
合
併

後
、
約
１
年
半
の
期
間
）
、
現
在
の
市
町

議
員
73
人
全
員
が
新
市
の
議
員
と
し
て
在

任
し
ま
す
。
 

・
定
数
　
在
任
特
例
期
間
終
了
後
（
平
成

19
年
５
月
〜
）
の
議
員
定
数
は
、
法
定
数

の
38
人
と
な
り
ま
す
。
最
初
の
選
挙
で
は
、

旧
市
町
ご
と
に
選
挙
区
を
設
け
、
選
挙
区

ご
と
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で

に
調
整
さ
れ
ま
す
。
２
回
目
以
降
の
選
挙

に
選
挙
区
を
設
け
る
か
ど
う
か
な
ど
に
つ

い
て
は
、
新
市
で
協
議
し
ま
す
。
 

・
報
酬
　
在
任
特
例
期
間
中
の
報
酬
は
、

釧
路
市
選
出
議
員
は
月
額
49
万
円
、
３
町

選
出
議
員
は
月
額
25
万
円
と
な
り
ま
す
。
 

　
在
任
特
例
期
間
終
了
後
の
法
定
数
38
人

で
の
議
員
報
酬
は
一
本
化
さ
れ
ま
す
。
 

○
地
域
協
議
会
 

　
合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安
解
消
な
ど

の
た
め
、﹇（
仮
称
）地
域
協
議
会
﹈
を
次

の
と
お
り
設
置
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
 

・
設
置
目
的
　
新
市
に
お
け
る
一
体
感
の

醸
成
を
目
的
に
、
合
併
に
対
す
る
住
民
不

安
の
解
消
、
住
民
意
思
の
反
映
、
市
民
協

働
の
体
制
づ
く
り
を
担
う
組
織
と
し
て
設

置
し
ま
す
。
 

・
設
置
方
法
　
４
市
町
の
協
議
に
よ
り
、

組
織
の
内
容
を
定
め
、
新
市
の
条
例
に
よ

り
、
新
市
の
付
属
機
関
と
し
て
旧
市
町
ご

と
に
設
置
し
ま
す
。
 

・
役
割
　
設
置
区
域
ご
と
に
、
新
市
建
設

計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
や
総
合
計
画

な
ど
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長

の
諮
問
に
応
じ
審
議
し
、
答
申
を
し
ま
す
。
 

　
ま
た
、
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て

審
議
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
 

・
委
員
定
数
等
　
各
地
域
協
議
会
の
委
員

定
数
は
10
人
と
し
、
市
長
が
選
任
し
ま
す
。

委
員
は
各
種
公
共
的
団
体
か
ら
の
推
薦
者
、

学
識
経
験
者
、
公
募
に
よ
る
選
出
者
等
と

し
、
任
期
は
２
年
で
す
。
 

・
設
置
期
間
　
新
市
の
市
長
が
就
任
後
、

速
や
か
に
設
置
し
ま
す
。
終
期
は
定
め
て

い
ま
せ
ん
が
、
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て

定
期
的
に
見
直
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
そ

の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
 

 


